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令和２年７月豪雨に関する 

特別委員会会議録 

 

令和５年７月１８日 火曜日 

  午前１０時００分開議 

  午前１１時０６分閉議（実時間６０分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第４３号・令和５年度八代市一般会計

補正予算・第３号（関係分） 

１．議案第４８号・契約の変更について（林道

菊池人吉線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２

号）） 

１．議案第５３号・八代市災害危険区域に関す

る条例の制定について 

１．所管事務調査 

 ・令和２年７月豪雨に関する諸問題の調査 

 （令和４年度デジタル田園都市国家構想交付

金（地方創生推進タイプ）事業に係る効果

検証について（八代市デジタル医療Ｍａａ

Ｓ推進事業）） 

                               

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  上 村 哲 三 君 

副委員長  金 子 昌 平 君 

委  員  大 倉 裕 一 君 

委  員  北 園 武 広 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  谷 川   登 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  古 嶋 津 義 君 

委  員  増 田 一 喜 君 

委  員  山 本 敬 晃 君 

委  員  山 本 幸 廣 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 経済文化交流部長   野々口 正 治 君 

  経済文化交流部次長 小 野 高 信 君 

  観光・クルーズ振興課長 髙 田 剛 志 君 

 農林水産部 

  水産林務課長    前 田 浩 信 君 

 財務部 

  契約検査課長    角 田 浩 二 君 

 建設部 

  建築指導課長    豊 田 浩市郎 君 

  復興整備課長    坂 井 宏 全 君 

健康福祉部 

 理事兼健康福祉政策課長  石 本   淳 君 

                              

○記録担当書記     松 﨑 広 平 君 

            緒 方 康 仁 君 

 

（午前１０時００分 開会） 

○副委員長（金子昌平君） それでは、定刻と

なり定足数に達しましたので、ただいまから令

和２年７月豪雨に関する特別委員会を開会いた

します。 

 本日の委員会は、諸事情のため、委員会条例

第１２条第１項の規定により、私が代わって委

員長の職務を行いますので、御了承をお願いい

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第４３号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第３号（関係分） 

○副委員長（金子昌平君） 最初に、予算議案

の審査に入ります。 

 議案第４３号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分を議題と

し、説明を求めます。 
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 それでは、歳出の第６款・商工費について、

経済文化交流部から説明願います。 

○経済文化交流部長（野々口正治君） 皆様、

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）経済文化交流部の野々口で

ございます。 

 議案第４３号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第３号のうち、経済文化交流部所管分

につきまして、小野経済文化交流部次長が説明

をいたしますので、御審議のほど、どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○経済文化交流部次長（小野高信君） おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）経済文化交流部次長の小野でござい

ます。よろしくお願いします。 

 それでは、着座にて説明させていただきま

す。 

 それでは、議案第４３号・令和５年度八代市

一般会計補正予算書・第３号をお願いします。 

 令和２年７月豪雨に関する特別委員会付託分

のうち、経済文化交流部関係を説明いたしま

す。 

 ３ページをお願いいたします。 

 歳出の款６・商工費、項１・商工費で、補正

額３億５３３４万９０００円を増額し、補正後

の額を２５億３７７１万７０００円としており

ます。 

 次に、１７ページをお願いいたします。 

 款６・商工費、項１・商工費、目３・観光費

で、補正額５９６４万９０００円を増額し、補

正後の額を５億４２０４万９０００円としてお

ります。 

 当委員会付託分につきましては、説明欄一番

下の広域交流センターさかもと館（道の駅）整

備事業（豪雨災害）でございます。 

 本事業は、令和２年７月豪雨にて被災した道

の駅坂本につきまして、令和４年度の復旧調査

業務におきまして被災した既存の建物を解体し

た後に、道の駅の敷地を輪中堤の高さまで盛土

し、新たな施設を整備することを決定したこと

から、施設の配置や工事工程、概算工事費など

を含む再整備配置等基本計画の策定に係る費用

を補正するものでございます。 

 内容としましては、道の駅坂本再整備配置等

基本計画策定業務委託３２６万７０００円でご

ざいます。 

 説明については以上でございます。御審議の

ほど、よろしくお願いいたします。 

○副委員長（金子昌平君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ございませ

んか。 

○委員（大倉裕一君） 道の駅坂本再整備配置

等基本計画策定業務委託の中に工程あたりも入

ってくるというふうな御説明だったかというふ

うにはお聞きしたんですが、執行部のほうでは

大体どういうスケジュールでいきたいというよ

うな計画、考えをお持ちなんですかね。 

○観光・クルーズ振興課長（髙田剛志君） お

はようございます。観光・クルーズ振興課、髙

田でございます。 

 先ほどの委員の御質問の今後の工程というと

ころでございますが、先ほど次長から説明があ

りましたように、今回の業務でこの工程を協議

していくわけでございますが、新しい建物を造

る過程といたしまして、三つの過程を想定して

おります。 

 まず、被災した施設の解体につきまして、令

和６年８月をめどに解体を考えているところで

ございます。二つ目の過程といたしまして、盛

土を今のところ計画をしております。盛土につ

きましては、輪中堤の上部の部分まで盛土をす

るわけでございますが、それを令和７年９月ま

で行いまして、その後、最後の過程でございま

す本体工事につきまして、令和７年９月から令

和９年４月までを予定しておりまして、供用を

ですね、令和９年７月、今から約４年後という
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ところで今のところ計画をしているところでご

ざいます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） 盛土のことで少しお尋

ねさせてもらいたいんですけど、盛土はイメー

ジ的にどれぐらいレベルが上がるんですかね。 

○観光・クルーズ振興課長（髙田剛志君） た

だいま盛土の高さのイメージとの質問でござい

ますが、当該地域におきましては、治水対策

を、輪中堤で治水をするというところを表明し

ております。輪中堤の高さが約１.８メーター

というところでございますので、今のレベルか

ら１.８メーター程度盛土をし、その上に新し

い建物を建てるというイメージでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） すいません、しつこい

ようであれなんですけど、確認なんですけど、

今の高さというのは、道の駅にそれぞれありま

すけど、道の駅の建物が建っている基礎レベル

というんでしょうか、そこから１.８を上げま

すよということなんでしょうか。それとも２１

９号から入ってすぐのところから１.８メート

ルという話なのか。すいません、そこのところ

を詳しくちょっと教えてください。 

○観光・クルーズ振興課長（髙田剛志君） 輪

中堤の１.８メーターの高さの基準でございま

すが、今、道の駅坂本のさかもと館が建ってい

るところからの１.８メーターでございますの

で、上段部分というんでしょうか、川の内側、

そこからのレベルでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） よかですか。質問して

よかですか。 

○副委員長（金子昌平君） はい。 

○委員（大倉裕一君） では、すいません、今

度は建物なんですけど、建物の建設費用は、財

源的にはどういったものを考えていらっしゃる

んでしょうか。 

○観光・クルーズ振興課長（髙田剛志君） 財

源につきましては、なるだけ市の持分がないよ

うにですね、今、県、国と協議しているところ

でございますが、例えば災害復旧事業債、――

これは国が担当してるところでございます。そ

れと、県のほうでは令和２年７月豪雨被災者等

支援交付金、こういうのを活用しながら財源を

確保し、市の持ち出し分を少なくするように考

えているところでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○副委員長（金子昌平君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 関連でよろしいです

か。 

○副委員長（金子昌平君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 今の説明の中で、先ほ

どの説明、予算書を見る中で、今、財源の話が

出ましたよね。その財源の内訳というのが、見

てのとおり、数字が記載をしてあるわけですよ

ね。結局、国と県の支出金と、それからその他

で、あとは一般財源ということで、この事業に

ついては私はもうどこの都道府県含めて、災害

の事業債というのはパーセントも決まっている

だろうと思うんですけども、今回、うちのこの

パーセントはどれぐらいなんですか、国、県、

市。一般財源が高いですからね、これ、数字を

見たときに。そこ辺りを説明してください。 

○観光・クルーズ振興課長（髙田剛志君） 財

源のパーセンテージにつきましてはですね、今

後、県としっかりとタッグを組みながら協議さ

せていただきますが、道の駅坂本においては、

県のほうも所有している管理地域もございま

す。そこも合わせましてですね、面積案分でい

くのか、そこをしっかり今後協議していきなが

ら、県ともですね、費用案分を今後詰めていき

たいというふうに思っております。 

 そのために、今回ですね、この委託業務を行

いまして、しっかりとした施設の規模だとか構
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造、また配置をどうするのか、こういうのを決

めながら配分等を決定させていただければとい

うふうに思っております。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（山本幸廣君） 今の説明で少しは理解

をするわけでありますけども、要は、私はもう

そこなんですよね。これだけやっぱり八代市の

財政状況が悪化をしている中で、災害ですから

なるだけなら国、県の事業の中でのパーセント

をどう高めていくかということ、そしてまた一

般財源をどう低く抑えていくかということです

よね。今、課長が言ったように、これは交渉な

んですよ。どうしても財源的に八代は厳しいと

いうときには、やはり県の負担率を上げればい

いわけですから、県の負担率を。国は定まっと

っですけども、県は県民の中で、地方自治体で

県がそれだけの負担を、八代市に負担をかけな

いとなれば県の負担率を上げていただくという

要望、これはもう常にやっとってください。 

○委員（大倉裕一君） 今、髙田課長のほうか

ら御説明いただいた中でですよ、県の所有とい

う説明があったかと思うんですけど、現在の道

の駅の建物で県の所有というのは大体、平米ど

れだけの中の何割、県の所有になっとっとです

か。それは展示館とか何か、そういったところ

が県の所有なのかなというある程度の想定はつ

くんですが、数字で御説明いただければと思い

ます。 

○観光・クルーズ振興課長（髙田剛志君） た

だいま道の駅坂本における県の所有物がどうい

うものかというところでございますが、県が所

有しているものといたしましては、駐車場がま

ずあります。駐車場のまず下段側というんでし

ょうか、そこの駐車場と、それと、公衆トイレ

というのが県が所有しているところでございま

す。公衆トイレが１１１平米で、木造の造りと

いうところが一つ、県のほうが所有しているも

のでございます。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○委員（大倉裕一君） じゃあ、すいません、

建物のほうは県の所有はないということで理解

していいわけですね。そこだけ。 

○観光・クルーズ振興課長（髙田剛志君） ト

イレ以外の建物につきましては、県が所有して

いる建物はございません。 

 以上、お答えとさせていただきます。 

○副委員長（金子昌平君） 今のでよろしかっ

たですか。 

○委員（大倉裕一君） はい、いいです。 

○副委員長（金子昌平君） ほかに何かありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

○委員（大倉裕一君） 今、最後の質問で、県

のほうも少し絡んでいらっしゃるということで

ありました。今度の建物をですね、どうするか

という検討をされるに当たって、やはり災害を

次世代につないでいくというところの視点も必

要だというふうに思います。そういったところ

で、県の施設を少し持っていただくような形が

取れないのか。そういったところをやはり市の

ほうから県に要望していくことが、今回、でき

るだけ財源とかですね、市の負担を減らしてい

くとかといったところに絡んでくるんではない

かなというふうに思いますので、そういったと

ころをしっかり検討いただいて、今回の計画、

事業に当たっていただければというふうに思い

ます。 

○副委員長（金子昌平君） ほかにございませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 一ついいですか。 

○副委員長（金子昌平君） はい。 

○委員（山本幸廣君） 今回、復旧後、復興を

するわけでありますけども、なるだけ地域の方
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々なり、そしてまた観光という一つの名目で事

業を進めるんですよね。観光の方々は来ていた

だかなければいけませんので、よろしかれば指

揮の中でですね、ここまでには、髙田課長、あ

る程度完成のめどをですね、つけて、やっぱし

短期間で建設ができるような対応というのをし

ていただきたいと。そうしなければですね、い

ついつまでも、長期間の完成を目指していけば

ですね、いろんな地域に迷惑をかけるし、ま

た、観光としてのですね、しっかりした位置づ

けもできないような気がしてならないんですけ

ども、そこら辺りについては、ぜひともです

ね、執行部の方々、特に担当の方々、いろんな

交渉等で忙しいと思いますけども、そこ辺りを

ひとつ目途にしながら頑張っていただきたいと

思います。 

○副委員長（金子昌平君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第４３号・令和５年度八代市一般会計補

正予算・第３号中、当委員会関係分について

は、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（金子昌平君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部入替わりのため、小会します。 

（午前１０時１６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時１７分 本会） 

○副委員長（金子昌平君） 本会に戻します。 

                              

◎議案第４８号・契約の変更について（林道菊

池人吉線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２

号）） 

○副委員長（金子昌平君） 次に、事件議案の

審査に入ります。 

 議案第４８号・契約の変更について（林道菊

池人吉線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２号））

を議題とし、説明を求めます。 

○水産林務課長（前田浩信君） 皆様、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）水産林務課、前田でございます。 

 それでは、議案第４８号・契約の変更につい

て、まず、私のほうから工事関係についてを、

その後、契約検査課、角田課長より契約関係に

ついての説明を行いますので、よろしくお願い

いたします。 

 着座にて説明させていただいてもよろしいで

しょうか。 

○副委員長（金子昌平君） はい、どうぞ。 

○水産林務課長（前田浩信君） 議案書の４３

ページをお願いいたします。 

 説明につきましては、別資料で右上に委員会

資料、表題としまして、契約の変更について

（林道菊池人吉線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災

２号））に関する資料に基づき御説明をさせて

いただきます。 

 今回の契約の変更理由としましては、林道菊

池人吉線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２号）を

令和４年６月１日より着手していたところ、令

和４年９月１８日から１９日にかけての台風１

４号により再被災したため行うものです。 

 それでは、資料の２ページをお願いいたしま

す。 

 まず、工事概要について説明いたします。 

 番号、令和３年度泉林災・第４号、件名、林

道菊池人吉線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２

号）、工事場所、八代市泉町久連子です。 

 契約の相手方は岩奥産業・江川組建設工事共

同企業体で、契約の相手方住所は、熊本県八代

市泉町柿迫８１５５番地です。 

 現契約金額は１億６７１２万４１００円、変

更契約金額は１億９５４９万４２００円で、内
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訳は、令和２年７月災は掘削土量の減により１

２１万８８００円の減、令和４年９月災は手戻

り工事及び増破工事により２９５８万８９００

円の増となり、全体で２８３７万１００円の増

となっております。 

 契約工期は令和４年３月１８日から令和６年

３月１５日までを予定しております。 

 工事の目的は、令和２年７月豪雨による被災

及び令和４年９月の台風１４号により再被災し

た林道の復旧を行うものです。 

 工事の概要は、施工延長１４２メーター、幅

員４メーターで、令和２年７月災害につきまし

ては函渠工１３.２メーター、落差工６基、流

路工５２.８メーター、擁壁工８１.５立米、ブ

ロック積４２.７平米、コルゲート５８.９メー

ター、舗装工５４２平米。令和４年災害は落差

工１基、流路工１５.６メーター、谷止工３２.

４平米、舗装工６.８平米、仮設道路１９７１

立米となっております。 

 次に、資料３ページの位置図を御覧くださ

い。 

 工事場所は、位置図の右下付近が泉町久連子

地区となり、県道久連子落合線の起点から五木

村へ抜ける道が林道菊池人吉線になります。本

路線では令和４年９月災により４か所被災して

おり、１号箇所、２号箇所、３号箇所は応急仮

工事を実施し、令和５年３月２８日に完了して

おります。このことにより、令和５年４月１日

より本復旧工事を再開している状況となってお

ります。 

 まず、１号箇所は令和５年度内に発注完了見

込みで、２号箇所は令和７年度に発注予定とし

ております。３号箇所につきましては、本現場

復旧が令和５年度末までかかることから、令和

６年度内に発注する予定としております。 

 次の資料４ページは被災状況写真となりま

す。 

 写真の①、②は令和４年９月台風により谷部

から流出した土砂及び大量の雨水が復旧中の流

路工の埋め戻し部分に流れ込み被災したもので

す。 

 復旧方法は、写真③に示すとおり、一部倒れ

た流路工を撤去、再設置し、そのまま上流部へ

流路工を施工していきます。水が林道を横断す

る箇所に内径４メーターのボックスカルバート

を施工し、写真上、青色の矢印で示している箇

所に流路工を施工し、雨水を速やかに流下させ

る計画としております。資料５ページにその流

路工の工事イメージ写真を添付しております。 

 次に、資料６ページから８ページは工事設計

図面としております。繰り返しになりますが、

谷部からの雨水を排水するためにボックスカル

バート及び流路工を施工し、盛土により林道本

体を復旧する計画としております。 

 以上、工事関係の概要説明とさせていただき

ます。 

○契約検査課長（角田浩二君） おはようござ

います。（おはようございます」と呼ぶ者あ

り）契約検査課の角田でございます。よろしく

お願いいたします。 

 それでは、私より契約関係について御説明を

させていただきたいと思います。 

 着座にて御説明させていただきたいと思いま

すが、よろしいでしょうか。 

○副委員長（金子昌平君） どうぞ。よろしく

お願いします。 

○契約検査課長（角田浩二君） 今回、御提案

をさせていただきました理由といたしまして

は、議会の議決を経た契約のうち、契約の金額

の１割以上または２０００万円以上の金額に係

る内容の変更につきましては、議会の議決を得

る必要があり、水産林務課のほうから御説明が

ありましたとおり、令和４年八代市議会３月定

例会において御承認をいただいた現契約額から

２８３７万１００円の増となりますことから、

今回、御提案をいたしましたところでございま
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す。 

 以上、御説明を終了いたします。御審議方、

よろしくお願いをいたします。 

○副委員長（金子昌平君） それでは、以上の

部分について、質疑を行います。質疑ありませ

んか。 

○委員（山本幸廣君） 施工上、単に一議員で

すので、プロセスがないもんですけんでからお

聞きしたいんですけども、完成のイメージの中

で、ボックスカルバートが、その上流、右側で

すよ、林道の被災状況の中での流路工の中のイ

メージですね、下のほうが、いつも言うんです

けども、これでもてるんですよね。この下のほ

うのこの図の中で、はっきり言って、砂利を網

の目の中に入れてから、そしてからするという

状況でどこも施工しとると思うんですけども、

このような急傾斜地等々でこの方法でいいのか

なというのを、イメージはちょっと気になった

もんですから。これから先されるときにどう参

考にするか、そういう意見もあったということ

で、プロセスが、誰かおるかな。おったよな。

（｢はい」と呼ぶ者あり）ちょっと説明してい

ただけますか。どれくらいの雨量というか、水

量でこれが流出しない。そこら辺りはもう基点

としてはもう施工上考えて施工されたと思うん

ですよね。ちょっと聞かせてください。 

○副委員長（金子昌平君） どなたかいらっし

ゃいませんか。 

○委員（山本幸廣君） 専門でおらんとならよ

かよ。技術者がおらんとならしようがない。 

○副委員長（金子昌平君） ですね。じゃあ…

…。（｢よろしいですか」と呼ぶ者あり）ちょ

っと待ってください。 

○水産林務課長（前田浩信君） ただいまの委

員のほうからこの強度で大丈夫なのかというふ

うな御指摘かと思いますけれども、こちらのほ

うは一応、査定を受ける段階でコンサルからの

資料、これに基づき実際のところ査定を受けた

わけです。こちらにつきましては、一応、比較

検討の段階で全くこちらの大型鋼製かご枠と、

それからブロック積み、両方を比較検討いたし

まして、強度的には問題ないと、かつこちらの

ほうが安価ということでこちらのほうで決定と

いうふうなプロセスを踏んでおります。 

 以上です。 

○委員（山本幸廣君） 説明はよく分かりま

す。私はコンサルというのはあんまり信用しな

いほうなんですよ、はっきり言ってから。コン

サルもいろんな考えがあると思うんですけど

も、コンサルで間違ったというのがほとんどで

すよね。測量関係でも一緒なんですけども。

今、測量関係は、コンサルの中にこの測量関係

をしおると思うんですけども、いかに現場の人

たちが一番詳しいということなんですね。特に

担当の方々が、やっぱり現場の。そしてまたそ

こ辺りの建設業の方々も大変、水量とか何かは

分からんでするんでから。 

 コンサルがということなんですけども、よろ

しければ、次期されるときにはですね、やっぱ

りコンサルを変えて、そしてまたどうやったら

強度に強いのをしたらいいのかということをで

すね、これはほとんど、球磨川のちょうど八の

字堰のところはほとんど流れてしまったんです

よ。私は記憶が何回もあります。これで（聴取

不能）をしてからした。ところがほとんど流れ

てしまって。その都度、豪雨災害で流れてしま

っているという。過去にも何例かあるんですよ

ね。このような、期間も長くなるし、そしてま

た、その決定、久連子のあの傾斜地のところで

ですね、大変だろうなということで、施工、ま

た施工せないかんということになるもんですか

ら、そこ辺りは少しまた検討していただければ

なという。価値があるんじゃなかろうかなとい

うふうに谷川委員も思っておられるような気が

してならないんです、はい。そういうことで、

谷川委員、補足をしてください。 
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○副委員長（金子昌平君） 今のは意見という

ところ……。 

○委員（山本幸廣君） 意見ということですか

ね。 

○副委員長（金子昌平君） ほかに何かござい

ませんかね。 

○委員（橋本幸一君） 今回については増額の

変更ということで、原因というのが令和４年の

９月の台風ということで、想定外の事態によっ

て被災を被ったという。過去にもですね、そう

いう災害、想定外の災害で増額の変更というの

は回ってるわけですから、今回のこの変更とい

うのは私は早急に可決して、この路線は重要な

林道ですから、一刻も早い林道復旧につながる

ように、賛成したいと思います。 

○副委員長（金子昌平君） 意見という。 

○委員（橋本幸一君） 意見という。 

○委員（山本幸廣君） 今、橋本委員言われた

とおりですね、増額については、その増額の額

もあるし、現場によっては被災状況によって増

額をすることもあるわけですね。入札額の増額

は何％か分かっておるわけですからですね。そ

れ以上の増額をしたらやっぱり、いかに審議を

せないかんかとなるわけですよ。もうそういう

ことを考えるのじゃなくしてから、私はです

ね、私の考えというのは、こういう施工でいい

のかなという、そういう考え方で意見として述

べたわけですので、御理解をしとってくださ

い。 

○副委員長（金子昌平君） ちょっとすいませ

ん、今質疑中……。（｢はい、すいません」と

呼ぶ者あり） 

○委員（大倉裕一君） すいません、時系列で

ちょっとお聞かせいただきたいといいますか、

思うんですけど、令和２年の７月豪雨の災害で

契約をされてたわけですよね。その契約の工事

が既に進んでたというふうな理解をしとったん

ですけど、これはもう全く手つかずの状態で残

ってたのか、いやいや違いますよ、もう完了に

近い状態でなっとったときに台風災害に遭った

んですよ、その辺りを少し詳細にお聞かせいた

だけませんでしょうか。 

○水産林務課長（前田浩信君） ただいま委員

の方からの説明ですけれども、４ページの写真

②を御覧いただけますでしょうか、説明会資料

の中のですね。一応こちらのほうで一番下のほ

うが既設の谷止工なんですけれども、その上

に、１段、２段、３段目くらいまでに鋼製大型

かご枠を施工、この辺りまで施工していたんで

すけども、その施工途中で今回の令和４年の１

４号の台風で被災したということで御理解いた

だければと思います。 

○委員（大倉裕一君） 工事の進捗次第ではも

うちっと追加予算になるんじゃないかなという

ふうなちょっと考えもしたもんですからその辺

りの思いを聞いたんですけど、若干工事は進ん

どったということですね。（水産林務課長前田

浩信君「はい」と呼ぶ）だけど、完成まで近い

ような状況じゃなくて、（水産林務課長前田浩

信君「そうです、はい」と呼ぶ）初歩的、初歩

といいますか、基礎を作り上げる途中の段階で

台風災害に遭ったというような状況ですね。 

 ちょっとすいません、参考に聞かせてくださ

い。例えば、完成間近のところで今回のような

災害がまた発生したとなったときには、この金

額がまたやっぱ大きくなるということになって

くるんですかね。 

○水産林務課長（前田浩信君） こちらにつき

ましては、再度、被害の状況にもよるかとは思

いますけれども、当然、ある程度完成間近まで

行って、まるっきり流されたということになれ

ば、その分金額は、当然復旧しなきゃいけませ

んので、上がってくるような格好になると思い

ます。 

 以上です。 

○委員（大倉裕一君） オッケーです。 



 

－9－ 

○副委員長（金子昌平君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第４８号・契約の変更について（林道菊

池人吉線災害復旧工事（Ｒ２ ７月災２号））

は可決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（金子昌平君） 挙手全員と認め、

本案は可決されました。 

 執行部入替わりのため、小会いたします。 

（午前１０時３３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時３４分 本会） 

○副委員長（金子昌平君） 本会に戻します。 

                              

◎議案第５３号・八代市災害危険区域に関する

条例の制定について 

○副委員長（金子昌平君） 次に、条例議案の

審査に入ります。 

 議案第５３号・八代市災害危険区域に関する

条例の制定についてを議題とし、説明を求めま

す。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）建築指導課の豊田でございます。よろし

くお願いします。 

 着座にて説明させていただきます。 

 それでは、議案第５３号・八代市災害危険区

域に関する条例の制定について説明いたしま

す。 

 議案書５５ページから５７ページをお願いし

ます。 

 まず最初に、提案理由について御説明いたし

ます。令和２年７月豪雨により甚大な被害を受

けた区域において、新たな災害から市民の安全

を確保するため、建築基準法の規定に基づき、

条例で災害危険区域の指定を行い、区域内の建

築物の制限を行うものです。 

 次に、条例第３条をお願いします。制限を受

ける建築物の用途について御説明いたします。

住宅、共同住宅、寄宿舎などの住宅等、病院、

病室を有する診療所や老人ホーム、保育園など

の病院等、ホテル、旅館などのホテル等などが

制限を受ける建築物の用途となっております。 

 次に、制限の内容について御説明いたしま

す。 

 第３条第１項をお願いします。第１項には原

則、地盤面は災害危険設定水位以上にしなけれ

ばならないと規定をしております。 

 第２項においては、住宅等において、就寝室

を災害危険設定水位以下には設けてはならない

と規定しております。 

 第３項と第４項には、病院等またはホテル等

においても、住宅等と同様に、就寝室は当該水

位以下には設けてはならない旨を規定してお

り、それに加え、制限を受ける就寝室をかさ上

げ以外で計画する場合は、主要構造部を鉄筋コ

ンクリート造などの非木造とする必要がありま

す。 

 今申し上げた制限のイメージについて御説明

いたします。別にお配りしました資料１をお願

いします。 

 資料１中段の３、災害危険区域における建築

制限のイメージのイラストを御覧ください。左

側のかさ上げされた上に建物が建っているイラ

ストがありますが、これが条例案３条１項の例

を示しております。 

 次に、中央と右側のイラストは、かさ上げを

行わず、災害危険設定水位以下の部分に建築を

する、建物を建てる場合の例を示しておりま
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す。その場合は、当該水位以下には就寝室を設

けないことやピロティーなどで当該水位以上に

床面を上げる対策の例を示しております。 

 ここで、災害危険設定水位について御説明い

たします。 

 災害危険設定水位とは、当該区域内に建物を

計画する際の水位で、本条例案では、河川管理

者が治水対策として行う輪中堤や宅地かさ上げ

の目標とする高さである計画堤防高、または緊

急治水対策プロジェクト完了後に令和２年７月

豪雨と同等の降雨があった場合に想定される水

位である対策後水位の高いほうを設定すること

としております。 

 最後に、区域の指定方法でございますが、区

域ごとに制限する範囲と高さをそれぞれ検討、

設定し、順次告示で追加指定することとしてお

ります。 

 指定のイメージとしては、資料２をお願いし

ます。ピンク色で着色してある範囲が制限を受

ける範囲で、数値は災害危険設定水位を標高で

示しております。 

 また、制限を受ける建物を建築する際は、建

築主は事前に認定の申請を行い、市長の認定を

受ける必要があります。 

 以上で説明を終わります。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

○副委員長（金子昌平君） それでは、以上の

部分について質疑を行います。質疑ありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 制限がかかった場合に

は、何か、補助か何かあると。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） 補助等は特

にはありません。（委員山本幸廣君「ありませ

ん」と呼ぶ）はい。 

○委員（橋本幸一君） この条例の効力範囲と

いうのは、ここに今、図面に出てるこれだけで

すか。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） それは今、

事例としてお示ししていますけど、今、かさ上

げでまとまってるところが１３地区ですかね、

あります。そこについては一応、順次かけるよ

うにはしてます。そのほかにも、基本的には流

域全体を最終的にかけることになると思いま

す。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 流域全体でというと大

体何地区ぐらいになるんですか。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） 今年の５月

時点で３１地区ありまして、その時点で１３地

区がかさ上げを要望されております。その１３

地区についてはかけることになると思います。 

○委員（橋本幸一君） じゃ、その以外は対象

外ということになるわけですか。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） あと１０地

区は、まだ国、県、市に一任ということで、ま

だその辺は一任ということで、まだ方向性は出

ておりませんので、それが出次第、かけること

になると思います。 

○委員（橋本幸一君） じゃあ、かさ上げを希

望されてる地区がまだ１０地区残ってるという

ことで理解してよかですかね。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） はい、その

とおりです。（委員橋本幸一君「ありがとうご

ざいます」と呼ぶ） 

○副委員長（金子昌平君） ほかに何かありま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） 指定区域を告示により

追加していくんですよね。市民に知らせる方法

としてはどんな方法をお考えですか。ここは指

定されましたよという。これ、条例の追加で議

会にはかからないんですよね、告示の場合は。

よく市民に知らせていく必要があると思うんで

すよね、こういったところは。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） 一応、告示

時点では、広報やつしろだとか、そういうもの

とかホームページとかで周知をしていく方向で



 

－11－ 

考えております。 

 以上です。 

○副委員長（金子昌平君） よろしいですか。 

○委員（大倉裕一君） 意見だけんよかです。 

○委員（山本幸廣君） 今の関連ですけども、

課長、その地域の説明会というのは、この条例

をつくるわけですけんでから、徹底した説明会

はされるわけよな。 

○建築指導課長（豊田浩市郎君） 地元にはで

すね、今年３月には坂本地区の市政協力員の皆

さんとか、坂本地区の住民自治協議会の役員の

皆さんには説明は行っております。その際には

内容を、配布したチラシだとか、ものを住民に

対して回覧をお願いしてまいりました。 

 また、４月にはパブコメを実施しておりま

す。実施して広く意見を求めたところでござい

ますが、特にそういう意見等はございませんで

した。 

○委員（山本幸廣君） そこで、議会が終わっ

て今日初めて見たんだけども、そこら辺りをよ

く、我々も市民の声を反映せないかん議員の立

場ですので、よろしかればですね、先ほど意見

が出たように、やっぱお互いに共有して、こう

いうのは状況の中でもう、設定水位を鉄鋼で立

てるのか、土塀で立てるのか、何でするか、ア

ルミで立てるのか、大概、金額的にも変わって

くると思うんですよね、工事される方々は。そ

れについてから造りなさいよと、これ以上を造

りなさいよという私たちははっきりいって命令

じゃないですけれども、その住民の方々に説明

せないかんもんですから、そこら辺りについて

は徹底して、お互いにですね、議会も執行部

も、こういう条例をつくったんだということ

を、よろしければそのアナウンスをしっかりし

ていただければなと思います。意見ということ

で。 

○副委員長（金子昌平君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） 以上で質疑を終了

します。 

 意見がありましたらお願いします。 

○委員（橋本幸一君） 今、山本委員の発言と

似てるんですが、あと１０地区が全然そういう

希望が出されていないということでございま

す。やはり非常にこの１０地区の方は、まだ今

後残られる方は危険性が非常に大きいというこ

とで、極力ですね、やっぱり住民説明会を開い

ていただいて、どういう安全な対策があるかと

いうのもしっかり耳を傾けていただきたいと思

います。 

○副委員長（金子昌平君） ほかに何かありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） なければ、これよ

り採決いたします。 

 議案第５３号・八代市災害危険区域に関する

条例の制定については原案のとおり可決するに

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○副委員長（金子昌平君） 挙手全員と認め、

本案は原案のとおり可決されました。 

 執行部は御退室願いたいと思います。 

（執行部 退席） 

○副委員長（金子昌平君） 以上で、付託され

ました案件の審査は全部終了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は、委員長に御一任願いたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 小会いたします。 

（午前１０時４５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
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（午前１０時４９分 本会） 

○副委員長（金子昌平君） 本会に戻します。 

 執行部より発言の申出があっておりますの

で、これを許可します。 

○復興整備課長（坂井宏全君） 皆様、おはよ

うございます。（おはようございます」と呼ぶ

者あり） 

 先ほどの答弁の中でですね、一部修正したい

箇所がございましたので、修正をさせていただ

きたいと思います。 

 橋本委員から御質問がございました１０地

区、国、県、市に一任する１０地区については

かさ上げを行うのかという御質問でございまし

たが、答弁の中でかさ上げを行いますという御

発言があったと思います。こちらについてはで

すね、かさ上げを行う予定はございません。こ

れらの地区につきましてはですね、道路の復旧

事業の中で国道、県道のほうがかさ上げされて

堤防代わりとなって、かさ上げをする必要がな

い箇所などがございますので、それらほかの事

業でですね、かさ上げに代わる対策ができるも

の、輪中堤に代わる対策ができるものにつきま

しては、国と県、市に一任をしますという御同

意をいただいている地区になります。 

 以上でございます。 

                              

◎所管事務調査 

・令和２年７月豪雨に関する諸問題の調査 

○副委員長（金子昌平君） 次に、特定事件で

あります令和２年７月豪雨に関する諸問題の調

査を議題とし、調査を進めます。 

                              

・令和２年７月豪雨に関する諸問題の調査 

（令和４年度デジタル田園都市国家構想交付金

（地方創生推進タイプ）事業に係る効果検証

について（八代市デジタル医療ＭａａＳ推進

事業）） 

○副委員長（金子昌平君） 本件について、１

件、執行部から発言の申出があっておりますの

で、これを許します。 

 それでは、令和４年度デジタル田園都市国家

構想交付金（地方創生推進タイプ）事業に係る

効果検証について（八代市デジタル医療Ｍａａ

Ｓ推進事業）を説明願います。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）健康福祉政策課の石本と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 恐れ入りますが、着座にて説明させていただ

きたいと思います。失礼いたします。 

 それでは、本年６月に開催されました第１８

回やつしろ・まち・ひと・しごと対策推進会議

において、令和４年度デジタル田園都市国家構

想交付金（地方創生推進タイプ）事業に係る効

果検証を行いました５事業のうち、当委員会関

係分であります八代市デジタル医療ＭａａＳ推

進事業について、お手元の資料のポイントを抜

粋し、交付金の効果検証というところでの事業

報告をさせていただきます。 

 資料の１ページを御覧ください。まず、１、

事業の背景・目的についてです。 

 本事業につきましては、委員の皆様も御承知

のところと存じますが、高齢化や過疎化が進行

する中、令和２年７月豪雨で被災いたしました

坂本地域において実施をしております。目的に

つきましては、本事業を実施することにより、

医療機関を受診する際の負担の軽減と医療サー

ビスの安定した提供の一助とすることで地域の

人口流出に歯止めをかけ、地域コミュニティー

の機能維持など、地方創生につなげていくとし

ております。 

 なお、今後につきましては、坂本地域だけで

なく、市内の僻地や過疎地域などの他地域での

運用や医療以外のＭａａＳの検討も行うことと

いたしております。 

 次に、２、事業の概要です。 
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 令和４年度から６年度の事業期間としてお

り、記載の①から④に記載しておりますよう

に、坂本地域において、ＭａａＳ車両の導入に

より、遠隔診療を行うための取組を進めており

ます。 

 次に、３、本事業における重要業績評価指標

です。 

 評価指標につきましては、本事業２項目を挙

げております。指標設定の詳細は資料の２ペー

ジ、別紙１に記載をしているところですが、本

事業につきましては令和４年度と５年度が実証

としての事業実施期間であり、この２か年の評

価指標の値につきましては、国に交付金の当初

申請を行う際に確認等を行い、実証期間の評価

指標については数値を設定しない、ゼロといた

しております。 

 ここで、３ページ、別紙２を御覧ください。

こちらは令和４年度の事業実績概要となり、デ

ジタル医療ＭａａＳの仕組みや取組を載せてい

るものでございます。 

 中段の少し下、（利用状況）の表を御覧くだ

さい。本事業につきましては、実証を令和４年

１２月から開始しており、令和４年度末までの

取組状況としましては、巡回オンライン診療が

延べ人数になりますが２７人、オンライン服薬

指導と薬剤配送が延べ１２０人となっておりま

す。 

 なお、資料にはございませんが、直近の６月

末時点ではオンライン診療が延べ５１人にな

り、荒瀬、川原谷、馬場、下鶴、上鶴などの計

７地区で実施。オンライン服薬指導と薬剤配送

は延べ２６１人になり、オンライン診療の７地

区に加え、小崎、油谷、早水、大平、片岩、山

口などの計１２地区で実施。利用者は徐々に増

えている状況でございます。 

 再度、１ページをお願いいたします。 

 次に、４、事業の地方創生への効果です。新

型コロナに配慮しながら、医療ＭａａＳの運行

実証と服薬指導を開始し、利用者数も徐々にで

すが増加しており、実証期間のための評価指標

の値はゼロとしているところではありますが、

地方創生に効果があったとの評価に至っており

ます。 

 次に、５、経費内容、これまでの事業実績、

現在の取組概要につきまして、表の真ん中の令

和４年度の事業実績を申し上げます。 

 まず、①サービスモデル構築のための委託業

務、その下の②医療ＭａａＳ配車・予約システ

ム構築委託業務、次に、資料の右側に移りまし

て、③モバイルクリニック実証事業委託業務、

④オンライン診療運転委託業務、また、そのほ

かに配車・予約システム使用料、オンライン診

療車両リース経費など、本事業に係る令和４年

度の事業実績額の合計は１６１７万１０００円

となっております。 

 なお、令和５年度につきましても、表の右側

の令和５年度の取組概要③以降の業務を実施

し、実証を継続しているところでございます。 

 次に、６、成果・課題・今後の方針です。 

 まず、表の左、成果としまして、本事業の実

証の開始により、高齢患者及び付添い家族等に

おいては移動の負担軽減に、医師は離れた診療

所から患者を診察できることで、医師が現地ま

で赴く際の負担軽減にも効果があったと考えて

おります。 

 また、薬剤については、モバイルクリニック

車両を使い公民館や各家庭に配送する際、薬剤

師が離れた調剤薬局から服薬指導をオンライン

で行うことで、薬剤師の負担軽減に効果があっ

たと考えております。 

 なお、さきに別紙２でも御説明しましたが、

利用者数も徐々にですが増加している状況で

す。 

 次に、表の真ん中、課題としまして、新たな

対象者の獲得や電波受信状況の改善、駐車場ス

ペースの確保、関係者のＩＴスキルの向上、悪
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天候時の待合場所の確保などの課題が見えてき

ており、都度、改善を図っているところでござ

います。 

 次に、表の右側、今後の方針としまして、現

行の実証事業の実装に向けての最終的な検証を

行うとともに、他地域への導入や医療以外のＭ

ａａＳの取組についての検討を進めていくこと

といたしております。 

 最後に、７、１年目の総括でございます。 

 これまでの説明と重複するところもあります

が、令和４年度は、令和２年７月豪雨で甚大な

被害を受けました坂本地域において、慢性疾患

の患者を対象としまして、モバイルクリニック

車両に運転手及び看護師が乗車して地区の公民

館等まで出向き、テレビ会議システムや診察検

査機器等を活用し、離れた診療所におられるド

クターが診療を行う実証を開始いたしました。

また、併せまして遠隔服薬指導や薬剤の配送と

いった診療以外にも取り組んでおります。 

 その結果、利用者も徐々にですが増加してお

り、地域の医療サービスの向上につながったと

考えておりますが、さきに説明しました課題も

見えてきたところでございます。このことか

ら、今後も引き続き実証を行いながら、課題の

解消も図ってまいりたいと考えております。 

 また、現行の実証事業の令和６年度からの実

装に向けての最終的な検証を行うとともに、他

の地域への導入や医療以外のＭａａＳへの取組

についての検討も行い、健康に安心して暮らせ

る地域づくりを目指し、引き続き取組を進めて

まいりたいと考えております。 

 以上、報告とさせていただきます。よろしく

お願いいたします。 

○副委員長（金子昌平君） 本件について、何

か質疑、御意見等ございませんか。 

○委員（山本敬晃君） 先ほどもちょっと課題

の中でですね、患者数を徐々に増やしていくと

いうことだったと思うんですけども、これは私

は最初、限られた地域から始まっていると思う

んですけど、それだとまだちょっと対象になっ

てない地域があるから、そこを増やしていくこ

とによって、実際、ニーズがある、その人たち

に対してちゃんと医療を届けるということでこ

の課題を挙げていらっしゃるということでよか

ったですか。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） 今

の御質問にお答えいたします。 

 おっしゃられましたように、全ての地域で行

っているわけではございませんものですから、

行える地域のほうを拡大といいますか、増やし

ていくことによって対象の患者数を増やしてい

けるようにというところで取り組んでまいりた

いと考えているところでございます。 

○委員（山本敬晃君） ちょっと今の答弁で、

実施、利用ができない地域というのがあるんで

すかね。通信ができないとか、そういうことで

利用できない地域はあるということですかね。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） お

っしゃられましたように、電波が届かない地域

というのもございますものですから、その電波

状況の改善等の検討も行いながら、今利用して

ない地域の利用の検討も併せて行っていくよう

にしているところでございます。 

○副委員長（金子昌平君） ほかにありません

か。 

○委員（山本幸廣君） 今の説明で、今回１年

間ですね、私たちも今日の報告で知ることがで

きたんですよね。成果なり、課題なり、そして

また今後の取組等も説明された中でですね、徐

々に増えておるということで、私はそれはもう

期待をしとるし、周辺関係のですね、高齢者の

方々も特に喜んでおられると思います。 

 ただ一つ、私がですね、お聞きしたいのは、

オンラインの受診でありますので、医師免許を

持っている人が対応しなきゃいけないというの

だと思うんですよね、看護師さんが対応するじ
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ゃなくてから。そこら辺りについては、医師免

許を持っとる先生が対応されるということで御

理解よろしいですか。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） 今

御質問のとおり、画面、診療所にいる医師のほ

うが診療をするということになりまして、同乗

してる看護師は、その医師の指示の下に、聴診

器を当てたりですとか、そういった補助をする

ような形で診療をするというような形になると

いうところでございます。 

○委員（山本幸廣君） そこでですね、心配が

出てくるのが、やはり総合病院とか大きな病

院、総合的な病院等々ならばですね、医師の確

保ができるんですけども、個人的な医院のとこ

ろというのは医師は１人か２人というふうな状

況になりますよね。今、コロナ禍の中でありま

すし、また今、小さい子供が物すごく発熱があ

って大変な状況等、特に沖縄辺りはコロナが大

発生しとるような状況で、その対応と、利用者

が増えれば増えるほどその医師に負担がかかっ

てくるというのは現実ですよね、これはもう。

そのようなことがないようにですね、していた

だければなと思います。 

○副委員長（金子昌平君） ほかに何かありま

せんか。 

○委員（大倉裕一君） 今回の総括は主に執行

部、職員さんたちの評価ということでよろしい

んでしょうか。何か具体的に利用者の方からア

ンケートを取ったとか、そういったのがござい

ましたら御提示いただければと思うんですけ

ど。 

○理事兼健康福祉政策課長（石本 淳君） た

だいまの質問についてですけれども、オンライ

ン診療のほうにつきましては、我々職員のほう

も現地のほうに同行しまして、そのときに患者

さんのお声等を聞かせていただいたりという中

でも課題が見えてきている部分がございますの

で、そういったところも今後、解消を図ってい

きたいというふうに考えているところでござい

ます。 

○委員（大倉裕一君） 答弁は要りませんけ

ど、やっぱ現場で声を聞かれるというのは非常

に大事なことだというふうに思います。それ

と、現場で、あら、話し忘れたって、言い忘れ

たって言われる方々もやっぱりたくさんいらっ

しゃると思いますので、そういった方々の対応

という部分も何かやっぱ取っていただければな

と思います。例えばアンケートを取ってです

ね、今後のＭａａＳ医療の方向性に参考にする

とかですね、そういったところ、一般質問でも

出とったと思うんですけど、やっぱ慢性だけで

はなくて、突発性のところにも対応できるよう

な医療ＭａａＳになっていただきたいというよ

うなところもあると思いますので、その辺り、

方向性をしっかり見いだすためにも、地域の皆

さんの声を確認していただければというふうに

思ってます。 

○副委員長（金子昌平君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） 以上で、令和４年

度デジタル田園都市国家構想交付金（地方創生

推進タイプ）事業に係る効果検証について（八

代市デジタル医療ＭａａＳ推進事業）を終了し

ます。 

 執行部は御退席ください。 

（執行部 退席） 

○副委員長（金子昌平君） そのほか、当委員

会の所管事務調査について、何かございません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） 以上で、令和２年

７月豪雨に関する諸問題の調査についてを終了

します。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

てお諮りいたします。 
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 当委員会の特定事件であります令和２年７月

豪雨に関する諸問題の調査については、なお調

査を要すると思いますので、引き続き閉会中の

継続調査の申出をしたいと思いますが、これに

御異議ございませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○副委員長（金子昌平君） 御異議なしと認

め、そのように決しました。 

 以上で本日の委員会の日程は全部終了いたし

ました。これをもって、令和２年７月豪雨に関

する特別委員会を散会いたします。 

（午前１１時０６分 閉会） 
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